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【 事案の概要 】
　マンションで妻と２人暮らしをしているＡさんは、子
どもの頃からミニカー収集の趣味があった。結婚後も、
自身の小遣いで収集を続け、その膨大なコレクションは
一部屋を占領するほどだった。
　子どもができたため、妻から「本当に大事な物だけ残
して、後は処分してほしい」と再三にわたり言われてい
たが、Ａさんは聞く耳を持たなかった。
　ある日、出張が終わって家に帰ると、沢山あったミニ
カーが全て無くなっていた。Ａさんが妻に聞くと、「邪魔
だったから、代わり捨てておいた。すっきりしたでしょ」
と嬉しそうにしている。長年のコレクションを失ったＡさ
んは、怒り心頭です。
　Ａさんは、妻を訴えることができるのでしょうか。

【 解説 】
　Ａさんが集めたミニカーは、Ａさんの所有物ですの
で、たとえ妻であっても、Ａさんの許可なく、勝手に処
分することは許されません。夫婦間の問題ですので、実
際に訴えることが現実的か否かは別にして、法律的には、
勝手に捨ててしまった妻の行為は、不法行為（民法第
７０９条）として、損害賠償の対象となる可能性があり
ます。Ａさんは妻に対し、どのような損害の賠償を請求
できるのでしょうか。
　まず、処分されたミニカーが損害になりますが、その
損害額は、原則として、不法行為時の交換価格、すなわ
ち、処分時のミニカーの市場価格となります。古いミニ
カーであれば、あまり価格は期待できないと思いますが、
仮にプレミアムがつき高値で取引されていたミニカーが
あれば、その価格が損害になり得ます（損害額の立証責
任はＡさんにあります）。
　では、Ａさんが、ミニカーの損害額だけでは納得でき
ないとして、長年のコレクションを失ったことに対する
精神的損害（慰謝料）の賠償を請求した場合、認められ
るのでしょうか。

　残念ながら、日本の裁判において、物損に関する慰謝
料請求が認められることはほぼありません。これは、一
般的には、財産上の損害が賠償されることにより同時に
物損に関する精神的苦痛も慰謝されると考えられている
からです。例外的に物損に対して慰謝料請求が認められ
るのは、ペットや墓石等、被害者が被害物について特別
な感情を抱くことが社会通念上相当であると言えるよう
な特別の事情がある場合に限定されています。Ａさんに
とって、ミニカーはとても大事だったのかもしれません
が、それを処分されたことについて、慰謝料請求をする
ことは非常に難しいでしょう。
  最後に、Ａさんがミニカーを勝手に捨てた妻に対し、
離婚を請求することはできるのでしょうか。離婚請求が
認められるか否かは、「婚姻を継続し難い重大な事由」（民
法第７７０条第１項第５号）に該当するかが問題になり
ます。いろいろな考え方があるとは思いますが、ミニカ
ーが部屋を占拠しており、子育てに支障が生じ得たこと、
妻から再三にわたり処分するよう言われていたにもかか
わらず、Ａさんが無視していたこと等の事情を考慮をす
ると、離婚事由には該当せず、離婚請求は認められない
可能性が高いでしょう。
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